
 大分市幼児教育の振興並びに市立幼稚園及び保育所の在り方検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における幼児教育の振興並びに市立幼稚園及び保育所の在り方につい

て、幅広い分野からの意見を聴くため、大分市幼児教育の振興並びに市立幼稚園

及び保育所の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告す

るものとする。 

 ⑴ 本市の幼児教育の振興に関すること。 

 ⑵ 市立幼稚園及び保育所の今後の在り方に関すること。 

 ⑶ その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼し、又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 幼稚園関係者 

⑶ 保育所関係者 

⑷ 認定こども園関係者 

⑸ 小学校校長 

 ⑹ 市の職員 

⑺ その他委員会の設置の目的を達成するために市長が必要と認める者 

（参画依頼等の期間） 

第４条 参画依頼又は任命の期間は、第２条の規定による報告の日までとする。 
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 （委員の責務） 

第５条 委員は、職務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

委員長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。 

（報償金等） 

第８条 委員（第３条第２項第６号に規定する委員を除く。）に対する報償金等は、

予算の範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、子どもすこやか部大分市福祉事務所子ども企画課におい

て処理するものとし、必要に応じて子どもすこやか部大分市福祉事務所子育て支

援課及び保育・幼児教育課並びに教育委員会事務局教育部教育総務課、学校教育



課及び学校施設課がその補佐を行うものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年９月２１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、第２条の規定による報告の日限り、その効力を失う。 


